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修正箇所

１．市章と「広島市」を追加
２．削除

資料１
別紙
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修正箇所

１．以下の記載に修正

構築しました。
このハンドブックでは、高齢者、障害者、こども等の
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修正箇所

１．「消費生活サポーターなど」を追加
２．「消費生活協力団体」を追加
３．消費者ホットライン１８８を追加。

以降のページも同様
４．フローチャートを以下に変更

（消費生活サポーターなど）

、消費生活協力団体

トラブルに気づいたら・・・ 消費者ホットライン ☎１８８（いやや）

福祉サービスが
必要な場合

家族・見守り
活動団体が相談

本人が
相談
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１．以下に修正

トラブルに気づいたら・・・ 消費者ホットライン ☎１８８（いやや）

考えられる消費者トラブル

訪問販売・訪問購入、点検商法

訪問販売・訪問購入、点検商法

点検商法

【修正なし】いろいろな手口の悪質商法

【修正なし】催眠商法

電話勧誘販売

電話勧誘販売

送り付け商法、ネット通販、定期購入

多重債務、マルチ商法、架空請求・フィッシング

霊感商法（開運商法）

３．吹き出しのセリフを以下に変更

その工事、本当に必要ですか？

２．以下の記載に修正

訪問中、頻繁に電話がかかってくる
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１．類型を追加
２．消費者トラブル例を変更

困ったときは・・・ 消費者ホットライン ☎１８８（いやや）

【訪問販売・訪問購入】
「無償で不用品を引き取る」などと電話をかけて訪問し、引き取
り費用を請求したり、宝石や貴金属などを安く、強引に買い取る。

【点検商法】
「無料で点検する」と言って家を訪問し、「このままでは大変なこ
とになる」などと不安をあおって高額な契約をさせる。

【催眠商法】
会場に人を集め、日用品などを無料同然で配布するなど、冷静
な判断ができない状態にし、高額な商品を購入させる。

【電話勧誘販売・送り付け商法】
電話で商品の購入に関する勧誘を受け、断ったにもかかわらず
一方的に商品を送り付けられたり、粗悪品が届く。

【霊感商法（開運商法）】
「あなたの病気は先祖のせいだ」などと不安をあおり、祈祷サー
ビスや数珠等の商品を売りつける。

事例（案）

【マルチ商法】
「友人や知人を誘って契約させると、あなたも収入が得られる」
などと勧誘し、不要な商品やサービスを契約させる。

対面で勧誘等があるもの

３．イラストを訪問購入の事例に変更
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トラブルに気づいたら・・・ 消費者ホットライン ☎１８８（いやや）

１．類型を追加
２．消費者トラブル例を変更

事例（案）

【架空請求・フィッシング】
SMS（ショートメッセージサービス）で未納料金のお知らせが届
き、記載されているWEBサイトで、個人情報やクレジットカード情
報を入力させる。

【ネット通販】
インターネットの通販サイトで、商品を注文してお金を払ったが、
商品が届かない。または粗悪なコピー品が届く。

【定期購入】
通信販売で、「初回お試し注文」のつもりで化粧品や健康食品を
購入したが、高額な２回目以降の商品が届く。

【SNS型投資詐欺】
SNSで「簡単儲かる」という広告を見て申し込むと、投資グルー
プに勧誘され、お金を振り込むが出金できない。

【特殊詐欺】
警察官を名乗って「あなたの口座が犯罪に使われている」などと
言い、調査のためなどとしてお金を振り込ませる。

デジタルツール等が関わるもの

【多重債務】
副業サポート等の契約をし、契約金支払いのため複数の貸金業
者からお金を借りて支払ったが、儲けもなく返済できない。

３．イラストを定期購入の事例に変更
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困ったときは・・・ 消費者ホットライン ☎１８８（いやや）

１．悪質業者撃退ステッカー画像を変更

消費者ホットライン １８８（いやや）
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トラブルに気づいたら・・・ 消費者ホットライン ☎１８８（いやや）

１．「美容医療」を「エステ」の後ろに
移動
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１．以下を追加

クーリング・オフの方法

〇はがきなどの書面
〇電磁的記録
（例）電子メール、USB等の記録媒体、事業者が自社のウェブ
サイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム、FAX、LINE等の
SNS など

３．吹き出しのセリフを以下に変更

５．削除

分からないことがあったら、広島市消費生活センターへ問い合わ
せてみましょう。

２．「はがき等の書面による場合」に
変更

（１１ページ参照）

４．「（１１ページ参照）」を追加
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２．以下の記載に修正

□はがき等の書面で送る場合は、記録に残る方法（特定記録郵
便や簡易書留など）で送ります。また、電子メール等の電磁的
記録による通知も可能です。

３．以下の記載に修正

□はがきなどの両面コピーや送信画面のスクリーンショットを残
しておきます。（５年間保管）

４．削除

１．タイトルを「クーリング・オフの確
認ポイント」に変更

５．以下を追加

※ クーリング・オフ制度には、適用される取引内容等の条件が
あります。（７ページ参照）
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困ったときは・・・ 消費者ホットライン ☎１８８（いやや）

１．以下に修正

〇電子メール

通知例

〇はがき

下記日付の契約を解除します。
なお、支払った代金□□円を返金
し、商品を引き取ってください。

①契約日 〇〇年〇月〇〇日
書面受領日 〇〇年〇月〇〇日
②商品名・サービス名
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
③契約金額 〇〇〇〇〇〇〇円
④販売会社・担当者名
〇〇株式会社 〇〇営業所
担当者 〇〇〇〇

令和〇〇年〇月〇日

契約者 住所・氏名
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

差出人

件名

〇〇〇＠●●

△△△＠▲▲

契約解除通知

宛先

※ 信販会社に通知する場合は、代金の返金及び商品の引き取りに関する
記載は削除してください。
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トラブルに気づいたら・・・ 消費者ホットライン ☎１８８（いやや）

１．以下を追加

⑦勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行し勧誘した。
⑧第三者に相談したいと言ったのに、威迫する言動を交えて連
絡を妨害し勧誘した。
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困ったときは・・・ 消費者ホットライン ☎１８８（いやや）

１．以下の記載に修正

追認することができる時※から１年間（霊感商法等の場合は３
年間）、または当該消費者契約締結の時から５年間（霊感商法
等の場合は１０年間）です。（どちらか早い方の期間の経過で、
取消権は消滅します。）
※「追認することができる時」とは、取消しの原因となっていた状
況が消滅したときです。例えば、誤認をしたことに気づいた時、
または勧誘による困惑を脱した時などです。

２．以下を追加し、項番を修正

②免責の範囲が不明確な条項

３．「どおり」に修正
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トラブルに気づいたら・・・ 消費者ホットライン ☎１８８（いやや）

１．時点更新
２．電話番号等を関係課へ確認
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困ったときは・・・ 消費者ホットライン ☎１８８（いやや）

１．電話番号等を関係課へ確認
２．文言を追加
３．警察安全相談電話を追加

警察安全
相談電話

☎＃9110 または

☎228-9110
各警察署は

―

☎573-6788
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１．削除
２．追加
３．開館時間を修正
４．以下を追加

開館時間／午前１０時～午後６時（休館日：火曜日、日曜日、祝日・休日及び年末年始）

広島市消費センターからの発信情報

消費生活センターだより
消費生活情報紙
「知っ得なっとく」

消費生活サポーター通信
（バックナンバー）

【相談用
聞き取りメモ】

５．初版発行・改訂日を追加

・初版発行：令和２年7月
・第２版改訂：令和8年〇月
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